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オンライン診療で診療所不要の「場」を整備
公民館、郵便局、駅ナカなど、複数医療機関も可
診療所として開設する必要がなく、複数の医療機関がオンライン診療を行える「場」が整備される。
「規制改革推進会議」の中間答申に盛り込まれ、利用者目線による規制・制度改革として、地域にお
けるオンライン診療のさらなる普及と円滑化が進められる。

何が変わる？
　

　オンライン診療ではこれまでに 、

初診からの実施の原則解禁（2022年

1月）や 、特例的に医師が常駐しな

いオンライン診療のための診療所の

へき地以外での開設とその柔軟化

（24年1月）などの規制改革が実施さ

れてきた。規制改革推進会議は、25

年度答申に向けて検討を開始した

24年9月の会合でも、今後の検討事

項にオンライン診療のさらなる推進

を掲げ、24年12月の中間答申には、

健康・医療・介護ワーキング・グ

ループにおけるそれまでの審議結果

として、介護事業所や公民館、オン

ライン診療専用車両などを想定した

「特定オンライン診療受診施設」の法

制化を盛り込んだ。

解釈運用には限界、
法制化で運用基準を明確に

　現在、オンライン診療は医事法制

の解釈運用により、機動的かつ柔軟

に実施されているが、それには限界

があることなどを踏まえ、医事法制

にオンライン診療を位置付け、運用

基準などを明確化するとの内容だ。

特定受診施設とは？
　

　「地域におけるオンライン診療の

更なる普及及び円滑化」として 、中

間答申には次のような記載がある。

【24年度に検討開始、速やかに結論

を得て措置】

医療法にオンライン診療の総体的な

規定（オンライン診療の定義や基準、

特定オンライン診療受診施設等）を

設け 、「オンライン診療の適切な実

施に関する指針」におけるオンラ

オンライン診療を行う場を
医師等に「業」として提供

イン診療の提供および提供体制に関

する事項も既存法制との整合性を図

りつつ、医療法令に規定する。その

際、特定オンライン診療受診施設に

おける看護師等による診療の補助行

為（D to P with N）の実施可否を検

討する

【25年度に検討・結論・措置】

D to P with Nにおける点滴、注射、

血液検査などの診療補助に関する診

療報酬算定方法を明確化。また、「在

宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」や

「外来栄養食事指導料」について 、対

面とオンラインを組み合わせている

算定要件の見直しの要否を検討する

　このうち、法制化については、厚

生労働省が昨年中に新たな枠組みを

提示している。そのキーワードとな

るのが特定オンライン診療受診施設

だが 、これは「オンライン診療が 、

施設にいる患者に対して行われる施

設であって 、当該施設の設置者が 、

医師又は歯科医師に対し 、業とし

て、オンライン診療を行う場として

提供しているもの」と定義される。

患者のメリットは？
　

　現行、オンライン診療を受診する

ことが可能な場所は 、「医療提供施

介護事業所で利用者のほか
地域への開放も

規制改革

（出典）規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ（第4回　2024／12／4）《内閣府》
図表 1  オンライン診療を提供することが可能な場所について
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設」、「居宅等」のいずれかであり 、

それぞれについて満たすべき条件が

ある（図表1）。この「居宅等」には、

療養生活を営む場所として、患者が

長時間にわたり滞在する場合は、通

所介護事業所、職場や学校なども含

まれる。ただし、オンライン診療時

に医療補助行為（D to P with N以

外）や医療機器の使用等がされない

こと、自らが医療提供を行わないこ

とが前提であり、定期的に反覆継続

（おおむね毎週2回以上）しない、一

定の地点において継続（おおむね3日

以上）しない―ことも求められる。

　それらに該当しない場合は、24年

1月に規制緩和された特例的な診療

所を開設する必要がある（図表2）。

つまり現行、本来的に医療を提供し

ない施設でオンライン診療が行われ

る場合、特例的な診療所として開設

しない限り、公衆・特定多数人には

医療が提供できない。

　そこで、規制緩和により、診療所

として開設することなく、複数の医

療機関もオンライン診療が行える場

として、特定オンライン診療受診施

設が整備される。これまで類型がな

くハードルの高かったオンライン診

療専用車両、公民館、郵便局、駅ナ

カブースなどが想定され、介護事業

所や職場などで利用者・職員以外の

地域住民に開放したい場合も含まれ

る（図表3）。オンライン診療の普及・

円滑化に向け、患者に恩恵がもたら

されるよう課題解決を図ることが 、

今回の中間答申の趣旨だ。

　なお、特定オンライン診療受診施

設の開設者は、都道府県に届け出た

うえで運営者を置く。開設者・運営

者は 、あくまでも「場所を提供・管

理する立場」であることから 、オン

ライン診療の実施責任はオンライン

診療を行う医療機関の医師が負う

が、オンライン診療を行う医療機関

の管理者は、運営者に対してオンラ

イン診療基準への適合性の確認を行

うこととし、連携体制を構築する方

針が示されている。

　今後、規制改革推進会議は6月ま

でに答申を行う予定であり、オンラ

イン診療の法制化について厚労省は

今国会に医療法等の改正案を提出す

る準備を進めている。

（出典）規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ（第4回　2024／12／4）《内閣府》
図表 2  オンライン診療のための診療所について

（出典）規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ（第4回　2024／12／4）《内閣府》
図表 3  制度見直し後のオンライン診療が受けられる場について（イメージ）

▶︎規制改革推進のスキーム
　規制改革推進会議は、経済社会の
構造改革を進めるうえで必要な規制
のあり方について、総合的に調査審
議する内閣総理大臣の諮問機関。19
年10月から常設の会議体として設

置され、以降、毎年度答申を行って
きた。毎年秋に翌年度の答申に向け
て審議を開始し 、テーマ別にワー
キング・グループ（WG）で審議を進
め 、年末に中間答申、翌年6月頃に
最終答申が行われる 。現在は健康・

医療・介護を含め 、5つのWGがあ
る。答申を受けた政府は、それを反
映させた「規制改革実施計画」を定
め 、計画的かつ着実な実施を図る 。
規制改革推進会議は毎年、そのフォ
ローアップもしている。
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